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総 会 第 ２ ８ ８ 号

平成１２年３月３０日

防衛施設庁長官 殿

内閣総理大臣

工事に関する入札に係る総合評価落札方式について（通知）

標記について、大蔵大臣から別添（写）のとおり通知があったので通知する。



蔵 計 第 ７ ６ ６ 号

平成１２年３月２７日

内閣総理大臣 殿

大 蔵 大 臣 宮 澤 喜 一

工事に関する入札に係る総合評価落札方式について（通知）

標記のことについて、農林水産大臣、運輸大臣及び建設大臣から別紙により取

り扱いたい旨の協議があり、異存の無い旨回答したので、貴省庁において別紙に

より取り扱う場合には、予算決算及び会計令第９１条第２項の規定による大蔵大

臣に対する協議が整ったものとし、同令第７９条かっこ書きの大蔵大臣の定める

価格は同令第８０条の規定に基づき算定する価格として処理されたい。



別紙

工事に関する入札に係る総合評価落札方式

Ⅰ 適用範囲

以下の工事（設計・施工一括発注を含む ）に係る請負契約を締結しようとす。

る場合に適用する。

１ 入札者の提示する性能、機能、技術等（以下「性能等」という ）によっ。

て、工事価格に、工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の減額相

当額（以下「補償費等の支出額等」という ）並びに維持更新費を含めたラ。

イフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると当

該工事に係る契約に関する事務を管理する大臣（以下「大臣」という ）が。

認める工事

２ 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物

の初期性能の持続性、郷土、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生

ずると大臣が認める工事

３ 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対

策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格

の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると大臣が認める工事

Ⅱ 落札方式

１ 入札者に価格及び性能等をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者

のうち、Ⅲ「総合評価の方法」によって得られた数値（以下「評価値」とい

う ）の最も高い者を落札者とする。。

( ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。1
( ) 入札に係る性能等が、入札公告及び入札公示（これらに係る入札説明書又2

は技術資料作成要領を含む。以下「入札公告等」という ）において明らか。

にした性能等の要求要件（以下「技術的要件」という ）のうち、必須とさ。

れた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること。

( ) 評価値が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点（必須とさ3
れた項目ごとに設定した最高得点の合計）を、予定価格（補償費等の支出額

等を評価する場合においては、予定価格に予定価格の算出の前提となる状態

で想定される補償費等の支出額等を加算した価格）で除した数値を下回って

いないこと。



２ 評価値の最も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札

者を定める。

Ⅲ 総合評価の方法

１ 性能等の評価方法については、次のとおりとする。

( ) 評価の対象とする技術的要件については、当該工事の目的・内容に応じ、1
事務・事業場の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項

目とそれ以外の項目とに区分する。

( ) 必須とする項目については、各項目ごとに最低限の要求要件を示し、この2
要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているもの

には基礎点を与え、更に、最低限の要求要件を超える部分について評価に応

じ得点を与える。

( ) 必須とする項目以外の項目については、各項目ごとに評価に応じ得点を与3
える。

( ) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。4
( ) 補償費等の支出額等を評価する場合においては、当該費用について評価項5

目としての得点を与えず、評価値の算出において入札価格に当該費用を加算

する。

２ 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価

項目の得点の合計を当該入札者の入札価格（補償費等の支出額等を評価する

場合においては、入札価格にその費用を加算した価格）で除して得た数値を

もって行う。

Ⅳ その他

この落札方式による場合には、落札決定に当たって総合評価による旨及びその

方法を入札公告等において明らかにするものとする。


